
物件名　つくばみらい市子育て応援住宅　　  　　 物件名　五霞町子育て支援住宅

株式会社キラリごかタウン

維持管理会社：ユーミーコーポレーション株式会社

五霞町子育て支援住宅入居申込みのしおり
【物件名：ひだまりレジデンスⅠ（原宿台地区）・ひだまりレジデンスⅡ（川妻地区）】

この住宅は、五霞町が取り組む子育て支援住宅事業として建設されています。

目的に沿った運営をするため、入居される方には、収入等一定の資格が必要とされ、

入居後も様々な決まりが設けられています。

入居希望の皆様には、この事を十分ご理解の上、お申込くださいますようお願いします。
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　　1　募集住宅

　　　地域優良賃貸住宅 として整備された住宅です。

　　2　申込から入居までの流れ

・・株式会社クリハラ

　　ユーミーネット小山店　宇都宮店

　　五霞町 特定プロジェクト推進課官民連携推進係

・・ご提出先：株式会社クリハラ

　　必ず決められた日までにご提出ください。（詳細後述）

・・締切日　１次募集：令和7年8月17日　

　　※1次募集で満室にならなかった場合は2次募集を行います。

　　締切日　２次募集：令和7年11月2日　

　　※書類を郵送の場合は、締切日必着となります。

　　※２次募集の期間は前後する可能性がございます。

　　※詳細は五霞町のホームページにてご確認ください。

・・受け付けた申込書一式に不備がないか、入居条件に適合し

　　ているかの審査を行います。

・・お申し込みの部屋が重複した場合は、抽選会を実施します。

・・選定の結果、入居の可否について通知します。

・・入居手続きを行います。

　「入居決定通知書」がお手元に届き次第、入居の必要書類

　（賃貸借契約書等）の返送及び敷金などの納入を行ってくだ

　　ださい。

・・書類の確認、敷金などの納入を確認した後、「入居可能日」

　　の通知書を交付し、鍵をお渡しします。

・・ご入居開始（※住所の変更手続きを行って下さい。）

鍵引渡し

入　　居

3LDK

募集締め切り

書類審査

入居者選定

入居決定通知

入居手続き開始

ひだまりレジデンスⅡ ●川妻地区　茨城県猿島郡五霞町大字川妻字川岸前2171番41 6戸

お問い合わせ窓口

入居申込書類提出

物件名 所在地 全体戸数 間取り

ひだまりレジデンスⅠ ●原宿台地区　茨城県猿島郡五霞町原宿台四丁目12番2 24戸
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　　３　入居資格

　 　この募集は、五霞町子育て支援住宅条例の対象住宅であり、入居する場合は次の条件を

 　　満たしている事が必要です。

　　　（1）次の全てに該当する方　

　　　　　1）自らが居住するための住宅を必要とする方（セカンドハウスは認められません）

　※住民票の住所を当住宅に移していただきます。

　　　　　2）世帯の合計所得月額が158,000円を超え487,000円以下であること

　　　　　3）同居する親族（事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。）がいる方又は同居

 　予定の親族がいる方で世帯要件として次のいずれかに該当するものであること

　　ア　子育て世帯 同居者に１８歳未満の方がいる世帯及び妊娠している方が

いる世帯

　　イ　新婚世帯 婚姻の届出をして５年以内にある方又は婚姻予定者である

方がいる世帯

　　ウ　町長が必要と 特別な事情のために入居させることが適当と認められる

　　　　認める世帯 世帯

【所得基準】

  入居者及び同居者の所得の合計月額が158,000円を超え487,000円以下の世帯がご入居いただけます。

  算出方法：公営住宅法で定める所得基準の計算方法は次の通りです。

所得のある方1人ずつ計算

　・所得金額ー所得控除（１０万円まで） ー扶養控除（注）ーその他の控除　　÷１２ヶ月

　・事業所得等（税務署決定額）

（注）扶養控除　同居者及び別居扶養親族1人につき38万円
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【所得の計算方法（概略）】

所得金額は、給与収入の方は源泉徴収票の給与所得控除後の欄

確定申告をされている方は確定申告書の所得金額

1～5は市区町村発行の課税（所得）証明書又は、源泉徴収票の扶養控除の欄でご確認

ください。

上記の給与所得の源泉徴収票を参考

例1：本人、妻、小学生（10歳）、小学生（8歳）の4人家族の場合

　　給与の源泉徴収票の給与所得控除後の金額を見ます。

給与所得控除後の金額　・・・・・・・・・　　　　5,100,000

所得控除・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000

親族控除（本人を含まない為3人×380,000）　　 1,140,000

3,860,000 ÷１２ヶ月＝321,667

　　　　　　　A.上記源泉徴収からの計算例としては、月所得が321,667円となります。

月額所得158,000円を超える場合

例2：本人、妻、小学生（10歳）小学生（8歳）の4人家族の場合

　　給与の源泉徴収票の給与所得控除後の金額を見ます。

　給与所得控除後の金額・・・・・・・・・・　　　　　3,137,000

　所得控除・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000

　親族控除（本人を含まない為3人×380,000）　　1,140,000

1,897,000 ÷１２ヶ月＝158,083

月額所得487,000円以下の場合

例3：本人、妻、小学生（10歳）小学生（8歳）の4人家族の場合

　　給与の源泉徴収票の給与所得控除後の金額を見ます。

　給与所得控除後の金額・・・・・・・・・・　　　　　7,084,000

　所得控除・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000

　親族控除（本人を含まない為3人×380,000）　　1,140,000

5,844,000 ÷１２ヶ月＝487,000

令和6年分 給与所得の源泉徴収票計算例
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（2）入居者及び現に同居し、又は同居予定の親族（事実上婚姻関係と同様の事情に

　　 ある者を含む）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法

　　 律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。

（3）市町村税等の滞納が無いこと

（4）入居される場合の注意事項

A 動物の飼育は禁止です。

B 連帯保証

①家賃債務保証業者をご利用の場合

　・敷金1ヶ月　

　・初回保証料：賃料など総額の50％（以降１年毎10,000円）

　・保険証（両面）・もしくはマイナポータルの資格情報画面の写し

②連帯保証人をご利用の場合

　・敷金1ヶ月　

　・家賃債務保証業者をご利用されない場合は、連帯保証人が１名必要です。

　・連帯保証人の条件は、３親等以内かつ入居者と同様程度の収入がある方

　　となります。（Ｐ12参照）

　・連帯保証人の所得証明書、税の滞納がないことの証明書が必要となります。

C 所得申告

入居後は、毎年度、入居者全員の所得を証明する書類を提出しなければ

なりません。（提出依頼は改めてご連絡します。）

４　部屋の取り扱い

　　　 部屋の階数・号数は、申込時にご希望いただき、重複した場合は抽選となります。

　　　 また、駐車場は各世帯2台までです（区画については指定できません）。

５　添付書類（入居申込書と一緒に提出していただく書類です）

入居者 同居者 連帯保証人

○

○ ○

○

保証会社利用

の場合は不要

○ ○

○

保証会社利用

の場合は不要

○

なお、その他正式な書類手続きは、入居決定通知後となります。

○ 〇 〇

○ ○

・婚約証明書（結婚予定で入居を申し込まれる場合）

・障害者手帳の写し（対象者がいる世帯のみ）

・母子手帳の写し（妊娠している者がいる世帯で申し

　込まれる場合）

○

該当者のみ

○

該当者のみ

　  記載されており、続柄が記載されているもの）

5）申込時アンケート

6）身分証明書のコピー

　保証会社利用の場合、保険証 両面等）

7）その他

　　※マイナンバー記載無しのもの

 （運転免許証 両面、マイナンバーカード 表面

書類名

1）五霞町子育て支援住宅入居申込書

2）所得の額があることを証明する書類等（直近1年分）

3）税の滞納が無い証明書（市町村発行分）（直近1年分）

4）住民票謄本（発行後3ケ月以内、入居予定者全員が
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６　申込受付

　午前９時３０分～午後６時００分

　毎週水曜日休み

　　　（郵送可　但し書類に不備があった場合、返却する事があります）

　　　受付場所（郵送又は持参）

　　　　⇒　株式会社クリハラ

　　 〒306-0306

茨城県猿島郡五霞町原宿台4丁目32番地6

☎：0280-84-3210

７　募集締め切り

　締切日　１次募集：令和7年8月17日　

※1次募集で満室にならなかった場合は2次募集を行います。

　締切日　２次募集：令和7年11月2日　

　　　　　※申し込み書類を郵送の場合は、締切日必着となります。

　　　　　※２次募集の期間は前後する可能性がございます。

※詳細は五霞町のホームページにてご確認ください。

８　入居者選定

　お申込み数が募集室数を超過した場合、定数にする抽選を実施致します。

　お申し込みの部屋が重複した場合は、抽選会を実施します。

９　入居者抽選実施方法

　対象の方は、オンライン（ZOOM）にご参加頂き、抽選を行います。

１０　入居決定通知の送付

　入居者として決定した方に五霞町より「入居決定通知書」が送付されます。

１１　入居の手続き

　入居決定通知の受取後は以下のお手続きをお願いします。

　・五霞町子育て支援住宅の賃貸契約書の締結

　・家賃債務保証業者と契約する場合は、その契約書の写しを添付

　・規定の敷金等を納付

　・契約締結後、入居次第住民票の異動をお願いします。
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◆五霞町子育て支援住宅について

◆家賃表　 （建物配置図・フロア配置図についてはP8 参照）

駐車場は各戸2台までです。ただし、駐車区画に入る車両に限定いたします。

ご入居にあたりお住まいの地区の行政組合への加入のご案内をいたします。

行政組合加入の際は、別途、自治会費が必要です。

各戸に家具等（ソファ・机・シーリングライト・ガスコンロ等）の、設置はありません。

ガスの種類は、プロパンガスとなります。

家賃帯（月額） 70,000円～73,000円

共益費（月額） 原宿台地区：4,000円　　川妻地区：3,000円

駐車料（月額） １台：3,300円　1世帯2台まで利用可能

規格 規模
入居者の

所得の区分

3LDK 70.85㎡
　158,000円を超え

487,000円以下

※住宅南側から見た時の表です
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五霞町子育て支援住宅

※完成イメージのため実際とは多少異なります

建物イメージパース

ひだまりレジデンスⅡ 川妻地区①ひだまりレジデンスⅠ 原宿台地区①

室内イメージパース

ひだまりレジデンスⅡ 川妻地区②ひだまりレジデンスⅠ 原宿台地区②
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五霞町子育て支援住宅 フロア配置図

10号室 08号室 07号室 06号室 05号室 03号室 02号室 01号室

103号室 102号室 101号室

ひだまりレジデンスⅠ・Ⅱ １階間取り図（専用庭付）

ひだまりレジデンスⅠ・Ⅱ 2階～間取り図

ひだまりレジデンスⅠ（原宿台地区） 1階・2～3階平面図

203号室 202号室 201号室ひだまりレジデンスⅡ（川妻地区）

1階・2階平面図

1階

2～3階

1階 2階
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親等図
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